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【国際特許分類】
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   Ｃ０９Ｊ 201/02     (2006.01)
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   Ｃ０９Ｊ  175/04     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成27年10月9日(2015.10.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
積層体を用いてなる太陽電池保護シートであって、
　前記積層体は、基材（Ｇ）と、前記基材（Ｇ）の片面または両面に積層してなる積層シ
ート接合用樹脂組成物からなる層とを具備し、
　前記積層シート接合用樹脂組成物は、
　共重合体（Ａ）と、活性水素基が含まれ、カルボキシル基、アミド基、カルボニル基及
びＮ－アルコキシアルキル基からなる群から選択される一種以上の官能基が含まれない共
重合体（Ｂ）と、架橋剤（Ｃ）とを含み、かつ下記（１）、（２）を満たす、太陽電池保
護シート。
（１）共重合体（Ａ）が、α，β－不飽和化合物の共重合体であり、ガラス転移点（Ｔｇ
）が－４０℃以上、１０℃未満である。
（２）共重合体（Ｂ）が、α，β－不飽和化合物の共重合体であり、ガラス転移点（Ｔｇ
）が１０℃以上、１１０℃未満である。
【請求項２】
　共重合体（Ａ）が、
　カルボキシル基、アミド基、カルボニル基及びＮ－アルコキシアルキル基からなる群か
ら選択される一種以上の官能基を有するα，β－不飽和化合物（ｍ－１）と、その他共重
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合可能なα，β－不飽和化合物（ｍ－３）（ただし（ｍ－１）及び下記（ｍ－２）である
ものを除く）との共重合体であり、
尚且つ、
　共重合体（Ｂ）が、
　活性水素基を有するα，β－不飽和化合物（ｍ－２）（ただし（ｍ－１）であるものを
除く）と、その他共重合可能なα，β－不飽和化合物（ｍ－３）（ただし（ｍ－１）及び
（ｍ－２）であるものを除く）との共重合体であることを特徴とする請求項１記載の太陽
電池保護シート。
【請求項３】
　共重合体（Ａ）と共重合体（Ｂ）との合計１００重量部中、共重合体（Ａ）を３０～９
５重量部の範囲で含むことを特徴とする請求項１又は２記載の太陽電池保護シート。
【請求項４】
　共重合体（Ａ）が、
　共重合に用いるα，β－不飽和化合物１００重量部中、
　α，β－不飽和化合物（ｍ－１）０．０１～１０重量部と、
　その他の共重合可能なα，β－不飽和化合物（ｍ－３）９０～９９．９９重量部との共
重合体であること特徴とする請求項２又は３記載の太陽電池保護シート。
【請求項５】
　共重合体（Ｂ）が、
　共重合に用いるα，β－不飽和化合物１００重量部中、
　α，β－不飽和化合物（ｍ－２）０．０１～２０重量部と、
　その他の共重合可能なα，β－不飽和化合物（ｍ－３）８０～９９．９９重量部との共
重合体であることを特徴とする請求項２～４いずか１項に記載の太陽電池保護シート。
【請求項６】
　共重合体（Ａ）の重量平均分子量が５０，０００～１，０００，０００であり、かつ共
重合体（Ｂ）の重量平均分子量が２，０００～８０，０００であることを特徴とする請求
項１～５いずれか１項に記載の太陽電池保護シート。
【請求項７】
　架橋剤（Ｃ）が、ポリイソシアネート化合物（ｃ－１）、多官能エポキシ化合物（ｃ－
２）、金属キレート化合物（ｃ－３）、カルボジイミド化合物（ｃ－４）及びアジリジン
化合物（ｃ－５）からなる群より選択される１種以上の化合物を含むことを特徴とする請
求項１～６いずれか１項に記載の太陽電池保護シート。
【請求項８】
　架橋剤（Ｃ）がポリイソシアネート（ｃ－１）であることを特徴とする請求項１～７の
いずれか１項に記載の太陽電池保護シート。
【請求項９】
　ポリイソシアネート（ｃ－１）が脂肪族のポリイソシアネート（ｃ－１－１）及び／又
は脂環族のポリイソシアネート化合物（ｃ－１－２）であることを特徴とする請求項８記
載の太陽電池保護シート。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の太陽電池保護シートを用いてなる太陽電池モジュ
ール。 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　Ｎ－アルコキシアルキル基含有のα,β－不飽和化合物としては例えば、
　Ｎ－メトキシメチル－２－プロペンアミド、Ｎ－エトキシメチル（２－メチル）プロペ
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ンアミド、Ｎ－（ｎ－，ｉｓｏ－）ブトキシメチル（２－メチル）プロペンアミド、Ｎ－
メトキシエチル（２－メチル）プロペンアミド、Ｎ－エトキシエチル（２－メチル）プロ
ペンアミド、Ｎ－（ｎ－、ｉｓｏ－）ブトキシエチル（２－メチル）プロペンアミド、等
のα,β－不飽和化合物が挙げられる。
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